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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」に
改め、同表本渡市の項中「副学校長」を「庶務課長」に改め、同表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」を
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」に
改め、同表菊水町の項中「総看護婦長」を「総看護師長」に改め、同表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」を
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」に
改め、同表菊陽町の項中「総括審議員　 政策審議員　 課長　 室長」を「審議員　 課長」に、
「教育審議員」を「審議員」に改め、同表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」を
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」に
改め、同表嘉島町の項中「教育長　 課長」を「教育長　 課長　 審議員」に改め、同表大矢
野町の項中「収入役室」を「会計課」に、「課長　 室長」を「課長」に改め、同表栖本町
の項中「婦長」を「看護師長」に改め、同表新和町の項中「看護婦長」を「看護師長」に
改め、同表河浦町の項中「看護総婦長　 看護婦長」を「看護総師長　 看護師長」に改める。
　別表一部事務組合の表宇土、富合清掃センター組合の項中「事務局長」を「事務局長　
事務局次長」に改め、同表玉名市外四ケ町病院組合の項中「総看護婦長　 副総看護婦長　
看護婦長」を「総看護師長　 副総看護師長　 看護師長」に改め、同表小国町外一ケ町公立
病院組合の項中「総看護婦長」を「総看護師長」に改め、同表蘇陽町清和村病院組合の項
中「総婦長」を「総看護師長」に、「看護婦長」を「看護師長」に改め、同表球磨郡公立
多良木病院組合の項中「看護婦長」を「看護師長」に改める。
　　　 附　 則
　この規則は、公布の日から施行する。

　熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県人事委員会委員長　 中　 島　 伸　 之
熊本県人事委員会規則第 40 号
　　　 熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
　熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 �年熊本県人事委員会規則第 �号）
の一部を次のように改正する。
　第 ��条の表中 ��の項を ��の項とし、��の項から ��の項までを �項ずつ繰り下げ、��
の項の次に次のように加える。

　　　 附　 則
　この規則は、平成 ��年 �月 �日から施行する。

熊本県警察本部公告第 370 号
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県警察本部長　 折　 田　 康　 徳　　　
１　 競争入札に付する事項
　（１）　 借入物品及び数量
　　　　 ア　 熊本県警察統合 ��システム用パソコン　 ����台
　　　　 イ　 熊本県警察統合 ��システム用プリンタ　 ���台
　　　　 ウ　 熊本県警察統合 ��システム用関連機器　 一式
　（２）　 借入物品の規格び品質等　 入札説明書及び要求仕様書に準じます。
　（３）　 借入期間　 平成 ��年 ��月 �日から平成 ��年 �月 ��日まで
　（４）　 納入期限　 平成 ��年 �月 ��日
　（５）　 納入場所　 入札説明書及び要求仕様書に準じます。
　（６）　 入札方法
　　　 ア　 入札金額は、�ヶ月当たりの借入代金で行います。
　　　 イ　 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の �パーセント
　　　　 に相当する額を加算した金額（当該金額に �円未満の端数があるときは、その端
　　　　 数金額を切り捨てるものとします。）をもって落札価格としますので、入札者は、
　　　　 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
　　　　 金額の ���分の ���に相当する金額を入札書に記載してください。
　　　 ウ　 入札説明書及び要求仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争入
　　　　 札心得（昭和 ��年告示第 ���号）の規定を準用します。
２　 入札参加資格
　（１）　 平成 ��年 �月 ��日熊本県告示第 ��号（リース・レンタル契約に係る一般競争入
　　　 札及び指名競争入札参加資格審査要綱）により、入札参加資格を有すると認められ

平成 14年 6月 21日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  5  1号

局長議会事務局長陽村

課長　課長補佐

園長

本庁

保育園

村長部局

教育長　局長

校長　教頭

校長　教頭

事務局

中学校

小学校

教育委員

会

一の年において�

日の範囲内でその

つど必要と認める

期間

中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養

育する職員が、その子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその

子の世話を行うことをいう。）のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合

��



　　　 た者であること。
　（２）　（１）に掲げる入札参加資格を有する者で、納入しようとする物品の仕様を示す
　　　 書類を平成 ��年 �月 ��日（月）午後 �時 ��分までに熊本県警察本部警務部情報管
　　　 理課へ提出し、審査を受け、承認を受けたことを証明する書類を提出した者である
　　　 こと。
　（３）　 熊本県内に本社、支社、支店又は営業所を有する者であること。
３　 契約条項を示す場所等
　（１）　 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
　　　　 熊本県警察本部警務部情報管理課高度情報通信係（熊本県警察本部庁舎 �階）
　　　　 郵便番号 ���‐����　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　　　 電話番号 ���‐���‐����
　（２）　 入札説明書の交付
　　　 ア　 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は、入札
　　　　 説明書に記載します。
　　　 イ　 交付期限は、入札日の前日までとします。
　（３）　 入札及び開札の日時及び場所
　　　 ア　 日時　 平成 ��年 �月 �日（木）　 午後 �時
　　　 イ　 場所　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　
　　　　　　　　 熊本県警察本部庁舎 �階　 ＯＡ研修室（熊本県警察本部庁舎 �階）
　（４）　 入札書の提出方法
　　　　 ３の（３）記載の入札場所に、持参するものとする。ただし、持参できないとき
　　　 は、３の（１）記載の場所に入札前日までに必着するよう郵送（書留郵便に限る。）
　　　 してください。
４　 入札に関する事務を担当する部局の名称
　　 熊本県警察本部警務部情報管理課高度情報通信係（熊本県警察本部庁舎 �階）
　　 郵便番号 ���‐����　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 電話番号 ���‐���‐����
５　 その他
　（１）　 入札及び契約手続き等において使用する言語及び通貸
　　　　 日本語及び日本国通貨に限ります。
　（２）　 入札保証金
　　　　 入札に参加しようとする者は、入札執行の際に見積った �ヶ月あたりの契約金額
　　　 に借入期間月数（��ヶ月分）を乗じた額の ���分の５以上の金額を �の（３）記載
　　　 の入札の日時までに納付しなければなりません。ただし、次のア又はイのいずれか
　　　 に該当するときは、入札保証金の納付が免除されます。
　　　 ア　 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に
　　　　 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保
　　　　 険証券を提出したとき。
　　　 イ　 入札に参加しようとする者が、過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公
　　　　 共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模を概ね同じくする事項に係る契約
　　　　 を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したことを証する書面
　　　　 を提出したとき。（その者が落札した場合において、契約を締結しないこととな
　　　　 るおそれがないと認められるときに限る。）
　（３）　 契約保証金
　　　　 落札者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額に借入期間月数（��ヶ月
　　　 分）を乗じた額の ���分の ��以上の金額を納付しなければなりません。ただし、次
　　　 のア又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除されます。
　　　 ア　 当該入札において、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保
　　　　 険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
　　　　 提出したとき。
　　　 イ　 過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体とこの入札に付する事項
　　　　 と種類及び規模を概ね同じくする事項に係る契約を２回以上にわたって締結し、
　　　　 かつ、これらを誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。（その者が、
　　　　 契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）
　（４）　 入札の無効
　　　　 本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反
　　　 した入札その他入札説明書に記載する入札の無効に該当する入札は、無効とします。
　（５）　 落札者の決定の方法
　　　　 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申
　　　 込みをした者を落札者とします。
　（６）　 最低制限価格
　　　　 設定しない。
　（７）　 契約書作成の要否
　　　　 要
　（８）　 その他詳細は入札説明書に準じます。
　（９）　 この調達は、世界貿易機関（���）に基づく政府調達に関する協定の適用を受け
　　　 る。
６　 �������
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熊本県選挙管理委員会告示第 55 号
　地方自治法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項及び第 ��条第 �項の規定に基づく
その総数の ��分の �の数並びに同法第 ��条第 �項、第 ��条第 �項及び第 ��条第 �項並
びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条第 �項の
規定に基づくその総数の �分の �の数は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治
　その総数の ��分の �　　 ������
　その総数の �分の �　　 �������

熊本県選挙管理委員会告示第 56 号
　地方自治法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項の規定に基づくその総数の �分の �
の数は、次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　 宮　 本　 卓　 治
選挙区名
熊本市選挙区　　　 �������
八代市選挙区　　　 ������
人吉市選挙区　　　 ������
荒尾市選挙区　　　 ������
水俣市選挙区　　　 �����
玉名市選挙区　　　 ������
本渡市選挙区　　　 ������
山鹿市選挙区　　　 �����
牛深市選挙区　　　 �����
菊池市選挙区　　　 �����
宇土市選挙区　　　 ������
宇土郡選挙区　　　 �����
下益城郡選挙区　　 ������
玉名郡選挙区　　　 ������
鹿本郡選挙区　　　 ������
菊池郡選挙区　　　 �������
阿蘇郡選挙区　　　 ������
上益城郡選挙区　　 ������
八代郡選挙区　　　 ������
芦北郡選挙区　　　 �����
球磨郡選挙区　　　 ������
天草郡上島選挙区　 ������
天草郡下島選挙区　 �����
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　正　　 誤

　平成 ��年 �月 ��日熊本県公告第 ���号（工業統計新システム用機材の賃借に係る一般
競争入札の実施）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。

28 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  5  1号平成 14年 6月 21日　金曜

発行所　熊　　本　　県　　　　　　　　　平成14年6月21日印刷　　　　　　　　平成14年6月21日発行
熊本市国府４丁目10－18　　　　　　　　　印刷所　秀　　巧　　社　　　　　　　　電話（代）096－286－2221番

古紙配合率１００％

誤正行ページ

平成��年�月��日告示第��号（リー

ス・レンタル契約に係る一般競争入札及

び指名競争入札参加資格審査要綱）

平成��年�月��日熊本県告示第���号

（平成 ��年度物品（電気通信機器類

及び��機器類の借入れに係る一般競争

入札に参加する者に必要な資格等）

��


